
北海道知事殴

金監第 832号

基発第0413003号

平成 21年 4fi.!13日

金融庁居ま督局長 三園谷

駅前噛鈴
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出長問笹|
『資料の提出についてJの一部改正について

平成 10年 6月 8日付発労第 48号「資料・の提出について」について、今般、

別添のとおり様式の改正を行い、別紙のとおり北海道労働金庫理事長あて通知

をしたので、了知願いたい。



新潟県知事殿

金監第 832号

基発第0413003号

平成 21年 4月 1.3日

金融庁殴管局長 三園谷

厚生労働省労働基準局長 金子

f資料の提出について」の一部改正について

平成 10年 6月 B日付発労第伯母J資料の提出についてj について、今般、

別添のとおり様式の改正を行い、別紙のとおり新潟.県労働金庫理事長あて通知

をしたので、了知原いたい。



長野県知事殿

金監第.8 3 2 号

基発第0413003号

平成 21年 4月 13日

金融庁監督局長 三園都

厚生労働省労働基準局長 金子

「資料の提出についてj の}部改正について

平成 10年 6月 8日付発労第 48，号「資料の提出についてJについて、今般、

別添のとおり様式の改，正を行い、別紙のとおり長野県労働金庫理事長あて通知

をしたので、了知願いたい。



静岡県知事殿

金監第 832号

主主発第0413003号

平成 21年 4月 13日

金鰍庁監督局長 三園谷

厚生労働省労働基準局長ー 金子 順

「資料の提出についてJの一部改正について
-v . 

平成 10年 6月 8日付発労第 48号『資料の提出について」について、今般、

7.lIJ添のとおり様式の改正を行い、別紙のとおり静岡県労働金席理事長あて通知

をしたので、了知願いたい。



計tr縄県知事殿

金監第 832号

基発第0413003号

平成 21年4月 13日

金融庁監管局長 三園谷

厚生労働省労働基箪局長 金子ー順

「資料の提出についてdの一部改正について
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平成 10年目月 813 f寸発労第 48号「資料の提出についてJについて、今>>史、

別添のどおり様式の改主を行い、別紙のとおり沖縄県労働金庫理事長あて通知

をしたので、了士u願いたい。



北海道労働金庫・理事長殿

金融庁長官

厚生労働大臣

金監第 832号
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平成 21年 4月 13日
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「資料の提出についてJの一部改豆について

平成 10年 6月 B日付発労第 48号『資料の提出についてJにおける出IJ紙様式

中、決算速報及び連結決算速報に係る様式を改めることとしたので、別紙の提

出要領等を参照の上、提出されたい。

なお、この処分に不服のあるときには、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して 60日以内に金融庁長官及び厚生労働大医に対して行政不服審

査法(昭和 37年法律第 160号)に基づく異様申立てをすることができるロ

また、この処分について訴訟により取消しを求めるときには、との処分があ

ったことを知った日から 6ヶ月以内に国営被告として行政事件訴訟法(昭和 37

年法律第 139号)に基づく処分の取消しの訴えを提起することができる。

e 



新潟県労働金庫理事長殿

金監第 832号

厚生労働省発基勤第0413001号

平成 21年 4月 13日

金融庁長官 佐藤

厚生労働大臣、 ク*添

「資料の提出についてJの一部改正について

平成 10年日月 8日付発労第48号 f資料の提出について」における別紙様式

中、決算速報及び連結決算速報に係る様式を改めることとしたので、別紙の提

出重要領等を参照の上、提出されたい固

なお、との処分に不服のあるときには、どの処分があったととを知った日の.

翌日から起算して 60日以内に金融庁長官及び厚生労働大臣!.r.対して行政不服審

査法(昭和 37年法律第 160号)に基づく異議坤立てをすることができる。

また、この処分について訴訟により取消しを求めるときには、この処分があ

ったことを知った日から 6 ヶ月以内に闘を被告として行政事件訴訟法 (a!~和 37

~三法律第 139 号)に基づく処分の取消しの訴えを提起することができる。
ノ



長野県労働金庫理事長殿

金舵第 832号

厚生労働省発基勤第0413001号

平成 21年 4月 13日

金融庁長官 佐牒

厚生労働大医

「資料の提出についてJの一部改正について

平成 10年 6月 8日付発労第 48号『資料の提出について」における別紙様式

中、決算速報及び連結決算速報に係る様式を改・めることとしたので、別紙の提

出要領等を参照の上、提出されたい。

なお、この処分に不服のあるときには、この処分があったことーを知った日の

翌日から起算して 60回以内に金融庁長官及び厚生労働大医に対して行政不服審

査法(昭和37年法律第 160号)に義づく異議申立てをすることができる。

また、この処分について訴訟により取消しを求めるときには、この処分があ

ったことを知った日から Eヶ月以内に図を被告どして行政事件訴松法(昭和 37

年法律第 139号)に基づく処分の取消しの訴えを提起することができる。



静岡県労働金庫理事長殿

金監第 832号

厚生労働省発基勤第0413001骨

平成 21年4月 13日

金風庁長官 佐藤

厚生労働大臣 舛添

「資料・の提出についてJの一部改正について

平成 10&手 6月 B日付発労第 48号 I資料の提出について」における別紙様式

中、決算速報及び連結決算速報に係る様式を改めるとととしたので、別紙の提

出要領停を参照の上、提出されたい。

なお、この処分に不服のあるときには、・この処分があったことを知った日の

翌日から起算して 60日以内に金融庁長官及び厚生労働大臣に対して行政不服審

査法(昭和 37年法律第 160号)に基づく異議申立てをするととができる。

また、この処分について訴訟により取消しを求めるときには、との処分があ

ったと左を知った目から 6ヶ月以内に園を被告として行政事件訴訟法(昭和 37

年法律第 139，号)に基づく処分の取消しの訴えを提起することができる。



金監第 832号

厚生労働省聾基勤第0413001号

平成 21年4月 13日

沖縄県労働金庫理事長殿

間諦宅j

厚生労働大臣 ー舛添
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f資料の提出について」の一部改正について

平成 10年 6月 8日付発労第 48号「資料の提出についてJにおける別紙様式

中、決算速報及び逮結決算速報1;:係る様式を改めるとととしたので、}J1j紙の提

出要領等を参照の上、提出されたい。

なお、この処分に不服のあるときには、二の処分があったことを知った目の

翌日から起算して 60日以内に金融庁長官及び厚生労働大臣に対して行政不服審

査法(昭和37年法律第160号)に基づく異議申立てをするととができる。

また、この処分について訴訟により取消しを求めるときには、この処分があ

ったことを知った日から 6ヶ月以内に国を被告として行政事件訴訟法(昭和 37

年法律第 139号)に基づく処分の取消しの訴えを提起することができる。

、



(別紙)

[提出要領等I
別紙様式 提出資料 適用時期 備 考

2-1 決算速報 20年度決算分 -提出先、提出部数、提出期限は従前に同じ。

以降報告分から

適用

2-2 連結決算速報 20年度決算分 -提出先、提出部数、提出期限は従前に同じ。

以降報告分から

|適用



第 1表資産・負債及び純資産…

資産

負債及び純資産

決算速報目次

(参考)その他資産、その他負債の内容

(参考)債務保証見返勘定の内訳

(参考)有価証券(商品有価証券を含む)等の状況

第2表損益の総括と剰余金の処分

第3表収益の内訳

第4表費用の!内 訳

第5表商品有価証券業務主要勘定

1.資産

2.負債

第6表商品有価証券業務損益

1.収益

2.費用

第7表外国為替業務主要勘定

1.資産

2.負債

第8表外国為替業務損益

1回収 益

2.費用

第9表経費の 内訳

1.人件費

(参考)退職給付費用等

2.物件費

3.税金

(参考)法人税、住民税及び事業税

第 10表引当金の引当状況

1.貸倒引当金

2.退職給付引当金

3.その他の引当金

4.金融商品取引責任準備金

5.諸償却

第 11表諸利回

第 12表諸比率及ひ言者効率

(参考)単体自己資本比率

(参考)単体自己資本比率(付表1)資産(オン・バランス)項目信用リスク・アセット残高内訳表

(参考)単体自己資本比率(付表2)オフ・バランス取引等項目信用リスク・アセット残高内訳表

(参考)単体自己資本比率(付表3)派生商品取引内訳表

(参考)単体自己資本比率(付表4)オフ・バランス取引等項目相手先区分内訳表

(参考)単体自己資本比率(付表5)オベレーショナノレ・リスク相当額内訳表

第 13表貸出金利別残高

第 14表貸出先別貸出残高

ページ



年度決算速報
第 1表 資産・負債及び純資産

資自 産回
平均残高

科 目 金 額 対前期増減(，，)

当期 前期 金額 比率(%)

漬け金{無利息分を除<) 

買 入 手 先ラ

コールロ ーン

買 現 先 勘 定

債券貸借取引支払保隆金

貫入金銭 債権

会 銭 の 信 託

商品有価liE券

有 価 証 券

国 債

地 方 償

短 期 社 償

社 債

貸 付 {言

'" 
投 資 信 託

株 式

外 国 E 券

その他の 証券

貨 出 金

(うち金融後関貸付金) I( )I( )1( )I( )I( 

劃 号l 手 形

手 形 貸 付

征 書 貸 付

当 座 貸 越

外 国 ゐ 省

そ の 他

[運用勘定針 J I[ JI[ 1l[ JI[ 1l[ 

( [資金運用勘定計 J) ([ })[([ J)I([ 1)[([ 1)[([ 

現 金

(うち小切手・ 手 形 )I( )[( )[( )I( )[( 

預け金(無利息分}

そ の 他 資 産

有形固定資産

連 物

土 f也

リ ス 資 産

種 設 仮 勘 定

そ の他の有形固定資産

無形固定資産

ソ フトウ z ア

の 才、 ん

ジ ス 資 産

その他の無形固定資産

繰延税金資産

再評価に係る繰延税金資産

債務保住見返

貧倒引当金(" ) 

(うち一般貸倒引当金(s))I( )[( )[( )[( )I( 

{うち個別貸倒引当金〈ム})[( )I( )[( )[( )[( 

その他の引当金(" ) 

資産合計

世:)1.r([資金運用勘定針DJ柑ま f[運用勘定日Jからf金銭の信託jを控除して草山内】

2. f線延税金資産jは、 I終延税金負債jと相殺し、資産額が上回った場合において上回った純額を計上するE

3. fリース資産JIこ区分される資産については『有形画定資産iに属する各科目 (fリ ス資産j及び

『強設仮勘定』を除く，)又はf無形固定資産jに属する各科目(fのれんj及び『リ ス資産jを除く)

に含めることができる2

一一一一差働金庫

、=M'悼はム ， n ， 

期末残高

金 領 対前期潮減(，，)

当 期 前 期 金 額 比率制

)I( )1( )I( 

JI[ 1l[ JI( 

1)1([ 1)1[[ 1)1([ D 

)[( )[( )[( 

)[( )I( )I( 

)[( )I( )I( ) 



負債及び純資産 (金額単位千円)

平均 残高 湖東残高

科目 金額 対前期増減(企) 金額 対期t曾減("')
当初 前期 金額 比率(扮 当期 前 金額 比率引

預 金 Z費 金

当 座 預 金

普 通 預 金 ， 

貯 蓄 預 金

通 知 預 金

~') 段 預 金

帥 税 準 備 預 金

[ ，)、 計] JI[ JI[ JI[ JI[ JI[ JI[ JI[ 

定 期 預 金

定 期 積 金

て " 他 " 策 金

[小 計] JI[ JI[ JI[ JI[ JI[ JI[ JI[ 

公 金 預 金 ) I( )I( )I( )I( )I( )I( )I( )I( 

(金融機関預金)I( )I( )I( )I( )I( )I( )I( )I( 

議 2支 性 預 金

情 用 金

f普 入 金

当 座 イ普 越

再 害U 弓l 手 形

売 浪 手 形

コ J; マ ネ

売 現 先 勘 定

債券貸借取引受入担保金

コマーシャル・ペーパー

外 国 為 管

') ス 債 務

そ の {自

[調 違 勧 定 針] I[ JI[ ]I[ JI[ ]I[ JI[ JI[ ]I[ 

(うち金銭の信託運用見合額)I( )I( )I( )I( )I( )I( )I( )I( 

( [資金調達勘定計] ) 1([ ]lIC[ ]lIC[ ])1([ ])1([ ])1([ ])1[[ ])1([ ]) 

そ の 他 負 債

賞 与 ヨ1 当 金

役員賞 与引 当金

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

そ の 他 の 引 当金

特別法上の引当金

金融商品取引責任準備金

銀 延 宅提 金 負 債

再評価に係る繰延税金 負 債

債 務 保 E 

負 債 E十

純 資 産 一、

出 資 金

笹 道 出 資 金

使 先 出 資 金

優先出資申込証拠金

資 本 *，[ 余 会

資 本 主但 備 金

その他資本剰余金

fU 益 素(IJ 余 金

利 韮 主箆 備 金

その他利益剰余金

特 男担リ 積 立 金

(うち目的積立金)I( )I( )I( )I( )I( )I[ )1( )I( 

当期末処処分理房副損j余金
(文は当期来 失金)

処分来務持分(ム)

自己優先出資('" ) 

自己優先出資申込註拠金

会 員 動 定 合 富十

その他有価E券評価差額金

繰延 へッ ジ損益

土地再野価差額金

評価換算差額等合計

負債及び純資産合計

(註)1.r([資金調達勘定計])Jは.1[調達勘定書十]Jから「金銭の信託運用見合額』を控除して算出する。
2.1金銭同信託運用見合額jの残高は、「第1表資産負債及び純資産jのI金銭の信任」の残高にー致する。
3.1当潮来処分乗余金(又は当期来処理損失金)Jには、当期純利益(又は当期純損失)、前期繰越金 ・積立金取崩額及び土地再評価差額金取崩額の合計額を毘載するa

4. rf昔入金11こlえ劣後特約付倦入金 千円を含む。
5.1繰延税金負債Jは、[純延税金資産」と相殺し、負債額が上[ヨった場合こおいて上回った純額を計上するa



(参考) その他資産、その他負債の内容

(金額単位千円)

平均残高 期末残高

科目 金 額 対前期増減(ム) 金 額 対前期増減(.d-)

当期 前期 金 額 比率(国) 当 期 前期 金 額 比率(首)

そ の 他 資 産

前 払 費 用

未 収 収 益

先物取引差入証拠金

先物取引差金勘定

金融派生商 品

その他の資 産

------..-----~ /戸---- ---..-----~ 
そ の 他 負債

来 払 費 用

給付補てん備金

未払法人税 等

前 Fλ ， 収 益

払戻未済金

払戻未済持 分

先物取引受入証拠金

先物取引差金勘定

借入商品債券

借入有価証券

金融派生商品

その他の負債

(注)1.rその他の負債」には、固定資産の減損会計適用によりリース資産に配分された減損損失累計額を含む。その額は次のとおり。

百万円

2. rリース債務」について、「リース取引に関する会計基準の適用指針」第31項(1)により処理した場合は、

「その他負債」中の「その他の負債」に含めるものとする。

その額は次のとおり。 千円



( J ) 

分l金

当 期、 累 積 ~R 度 額 (A) 

前 期¥ 末 残 高 (B) 

もの (C) 

|金融庁~承認を受けたもの (D) 

取 崩 額 、

~R 度 超 過も "- 匂 "・ 本表は削除、
繰 入 ー又 額

司.. ‘ 
純 繰 入 取 崩

当 期 末 残

疹考7
(イ)期中の金融先物取引等の受託等総額(注.)2 

通貨に係るもの

前 々 年 度

前 年 度

当 年 度

上記の最大値

(ロ)当期末累積限度額(A)

0.03剖 +P) 0.0048 
( L ) x x + ( N ) x 

10，000 10，000 

手形の割引率によって算
出した金融指標に係るも

σコ
千円

千円

千円。)

千円

千円

千円 (K)

千円仏江) 千円 (N)

千円

(ハ)期中繰入額基準

)
 

I
 

(
 

0.0012 0.0024 
X 一一一一一+ (K)  X 一一一一一=

10，000 10，000 
千円

(C) - (D) J = 

、l金融先物取引法施行規則(平成元年大蔵省令第18号)Jにより作成する。

は、商品の種類別に受託等をした金融先物取引等の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出する。

外貨建のものは、決算日のTT仲値で円換算する。

旦 (G)は(ハ)，(ニ)のいずれか少ない額。ただし、当該額亘0の場合は0とする。



4 金融商品取引責任準備金

巨 分 金

当 期 来 累 積 限 度 額 (A) 

前 期 末 控 商 (B) 

金融商品取引に係る事故によるもの (c) 

金融庁長官等の承認を畳けたもの (D) 
取 崩 額

限度超過によ る も の (E) 

計 (F) 

操 入 額 (G) (注)4

純 操 入 取 崩 ム 額 (G)-(F) 

当 期 末 多長 高 (H) 

(参考)

(イ) (ロ) (ハ) (ニ)

前々年度

前年度

当年度(I)

よ配の最大憧ul

府令第189条第1項第1号

m 
(イ) XO.0016/10，OOO= 

(ロ) x 0.3/10，000 
(ノ、) XO.0096/lO，QOO= 

(エ) XO.O日12/10，000=

(ホ) XO.0024/10，OOO= 

(へ)

(イ)-(ホ)の合計値から(へ)を控除し

た金額 (ト)

{注)1本表は、 I金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)(以下「府令jとし、丸))により作成する。
2 外貨建のものは、決算田町TT仲値で円換算するものとする。
3. r(参考))中(イ)-(ホ)については、次のとおり.

(ホ)

。)

(B) 

(イ)畳託等をした債券に揺る金融商品取引法(以下『法Jという。)第2条第21項車l号及び第2号に掲げる取引の器取引契約金額
(ロ)畳託等をした債券に障る法第2条第21項第3号に掲げる取引の対価の額0;合計額

府令請189条第1項第2号

X 0.0064/10，000= 

X 1.2/10，000ー

x 0.0384/10，000= 

x 0.0048/10，000一

x 0.0096/10，000= 
(C) - (D) 

(ハ)畳証等をした債券に係る法第2条第21項第1号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて揮出した金額
(ニ)畳証等をした萌金型的に基づく債権回利率によって草出した金融指標に係る法第2条第21項第2号に掲げる取引の取引商を取引所が

取引単位として定める金額に乗じて算出した金額
(ホ)畳託等をした手形町割引率によって算出Lた釦融指標に揺る法第2条第21項第2号に掲げる取引の取引高を取引所が取引単位として

定める金額に乗じて算出した金額
4. (G)は、(ト)のうt，少ないほうの額。ただし、当該額三却の場合は0とするものとする。

(単位千円)

額



5.諸 償却

(金額単位千円)

区 分 J口L 言十 無 税 有 税

貸 出 金( )I( )I( 

貸出金に準ず る債 権(
)I( )I( 

有 価 笹 券

フ ち 株 式 )I( )I( 

つ ち 国 {責 )I( )I( 

(うち外国 証 券 ) )I( )I( 

有 形 固 定 資 産

(うち減損 損 失 ) )I( )I( 

無 野S 固 定 資 産

(うち減損 損 失 ) )I( )I( 

そ の 他

(うち減損損失) )I( )I( 

4回~ 計

(注)1.特別損失の科目を用い償却した額を含む。

2. r貸出金」及び「貸出金に準ずる債権Jには、個別貸倒引当金の目的川吏用による取崩額に相当する額を相殺した後の計数を計上し、( )内には、
当該目的取崩額を記載する。

3. rその他Jには、 Iその他資産(保証金を含む)Jを償却した場合の償却額を記載する。



(参考)単体自己資本比串

{金額単位平岡)

項目 当期末 前甥宋 項目 当 期 衆 前期末

出 資 金 自 己 資 本 総 額 (A+B) (c) 

非累積的永久恒先出資
{也の金融機聞の資本間選手段の意図的な保有

担当額

置先出資申込証拠金
告示第14条第1項第3号に掲げるもの及びこれ
に描ずるもの

資 本 準 側 金
告市第14長第1項第4号及び第5骨に掲げるも

の及びこれらに準ずるもの

非同時決請取用引に係る控除額及び信用リスク自，)

5、弘一 の 他 資 2伝 剰 余 金 減手法として いる保軽又はクレジ y トーデリ
パティプの免責額に係る控除額

利 益 鎗 備 金
内部格付手話採用金庫において、当期待損失額が
適格引当金を上回る額の印私相額

特 Z如 繍 立 金
PD/LGD方式の適損用対象となる株式等エクスポー
子守ーの期待失額

基本約項目か化tの径除ス分ポを除く、 自己資信23用本粂補径を準除完

"' 第閉 縫 越 金 とされるE券 エク ークャ(告ー示及事び
機能を持つI!0;7;トリップス 第223
用する場合を含む宮)

そ の 他 控除項目不算入額( 1'> ) 

その他有価在券の軒価差損(1'> ) 控除項目計 (D) 

処分来皆持分 1'> 自己資本額 (C-D) (E) 

自己優先出資 1'> 

自己使先出資申込 E 拠金

営揖宿相当額 1'> 資産(オン・パランス)項目

のれん帽当額 (ム) オフーパヲン見取引等項目

企構結合により計上される無形画定資麗担当額 オベレーショナルーリスク相当額を自私で持し

(ム〕 て得た額

E券化取引により増加Lた自己資本相当額
|日所要自己資本の頓に告示に定める串を乗じて

(1'>) 
得た額が新所要自 E資本の額を上回る額に25.。
~靖じて揖た額

内部格付当金手法採用金庫において、当期待揖失額が リスクアセット等 計 (F) 
適格引 を上回る額の印私梱額(1'>)

基本的項目計 (A) 

土地の再評価額と再評価の宜前の1慢簿価額の差
額の45私梱当額

般 貸 倒 号l 当 金

内部格付手法採用金庫において也適格引当金が
期待損失額を上回る額

負慣性 資本関連手段等

告示第14条第 1項第3号に掲げるもの

告示第14条第 1項第4骨及び第5号に掲げるも

の

補完的項目不算入額(1'> ) T e E 1 比 $ (A/F) 覧 ， 
補完 的項目計 (B) 自 己 資 本 " 皐 (E/F) 略 % 

(注) 1 本表には 労働金庫法第94条第1項において種用ずる銀行法第14条の2の潟定に基づき 労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に慣らし自己資本の
充実白状況が適当であるかどうかを学断するための基調関(手成 18年金融庁・厚生労働省舎示第7号固本表において『告示J>いう. )に基づき算出した数値を記

戯する.

2. 単依自己資本比率Jとは、労働金庫法権行規民第'"条第1項第8号に規定する単体自己資本比率をいうー

3. その他省価証券の評価差換{ム) J禰" 事出した金額が負のt重である場合に限り役効果関室後の金額を記載する宮ただし 平成"年3月31日

までの聞は 早成20年金融庁・厚生労働省告示第7号に基づく特例に従い、当骸金額の記総を要しなL、ーなお 特例を考慮しなL叶語合の金額は次のとおりー

千円
4 本表において各種 r不算入額(ム)J を含む項目については、当肱項目の情成項目は第入制限 除外規定等適用前の金額{グロス〕を促載する固

5. r会集結合により計上される無形固定資産相当額(ム)j欄は、企集結合に伴う再評価により生じた評価差頭が豆の値である場合の当骸評価差額に限り配載す

6. 内部倍付手法採用金庫!とおいて、期待損失額が適格引当金を上回る額の50弘相当額」欄については 事業法人締向げエクスポージャー及びリテール向けエク

スポージャーの期待損失額の合計額が適裕引当金の合計額を上閏る額が正の値である場合に限り記草食するs

7. 内部権付手法採用金庫において、適修引当金が期待損失額を上回る額J欄は、適惨号l当金の合"額が事禦法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエク

スポージャーの期待提失額の合針額を上回る場合における当該上回る2買を包蔵する回但し、告示第126条第1号に定める額の0.3当を限度Jとするe

8. 補完約項目at(B)J欄には、 「自己資本総額{がお (C)Jに算入した金額を紀'食する白 『径除項目許制』欄には 「径除項目不務入額 CO)J を除いた金額

を犯裁する

g 補完的項目に第入できる 般貸倒引当金の額は、自己資本比率の算式の分偲(内郎繕付手法録用金庫にあっては、当核分母のうら『信用リスク アセクトの額

の合計顕」については、棟割慣的手法を適用する鶴分につき当際手話により算出した額の合計額とする. )の0.625%を限度とするs

見 「告示第14条第1項削号及び第5号に得げるもの』欄については、累積約な減価伎の2十数であり、基本的項目の50%を超過している分を含む金額を但載するe

II 土地の再契価に閉する法律の規定に基づき再評価した対象資産の特価が再僻価後の帳簿価額を下回っている場合 その額は 次のとおり E

亡二二二コ千円
12 信用リスクに閉する記般 (標準的手法録用金庫 ~1 、表礎的内部繕付手話鋲用金庫 ~2、先進的内部絡付手法録用金庫= 3) 

13. オベレ}ショナル リスクに関する記載 (益礎的手訟を使用~1 、極利益配分手法を使用~ 2、先進的針副手法を使用=3) 日



{参考)単体自己資本比率
(付表 1-a) 資産{わ，，'ランス)項目信用 '}Ã~'lt1 f残高内訳表(標準的手法採用金融機関用)

{金額単位千円}

当期末

信用IJ.x"削誠
効果適用前

信用IJ.x"削議
効果適用後

山9・hイトの
加重平均値

(事)

前期末

信用目。麟義
効果適用前

信用回タ剤震効

果適用後

項 自

告示で定め IIJ.x".o)lイトの
るIJM司令zイトl加重平均値
同【紛

資産の額 |聞2FH|慣用2量刑 l 信用リ.x'.1h~1 信用リ岬 .7h~
資産の額 1-"'::::" ." 1 

l の額 i の種

T -A (~D/Bï -T ----o -----r -----，------r -----.-----1--.-，;;，-.，品)--r----o ----r----o----，-----o 
1 現 金 。
2 震が園の中央政府及び中失銀行向 rt I 0 

3 外国の中央政府及び中央銀行肉け I0-1帥

4 国際決潰銀行 等 向 け | 。
5 震 が園の地方公共固体向け

6 外匿 の 中 央 政 府 等 以 外の公共部門向す I20-100 

7 国際開発銀行向け 0-100

8 地方公営企象等金融複線向付 10-20

9 震が園の政府関係梅闘向付 10-20 
一一一一一一一 l一一一一一→一一一一

10地方三公 社肉付 20 

11 金融復関及び第 種金融商品取引象者向け I 20-100 

12法人等 円'~1_'0-日

一一一一一一一一一一l一一一一一ト一一一~一一一一一

1a中小企象等向け及び個人向け 15

14挺当権付金宅ロ ン 35

15不動産取得等事案向け 100

16 三 月 以 上 廷 滞 理事

口.取 立 未 5寄 司ド 形

50-1印

20 

18信用保量也会等による保罷付

"縁 式会社産業再生個展織による保髭付

zo出資等 100
… ー…l… 0"0.1.0 ……一一一』…一一 一一 l…一一一一..，一一一一 .....1..…………」一一 …l……ー……』一一一 一 … 

21 土 包 以 外 100 

一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一←一一一一寸 卜一一一一一一一一一一一
22 量 4静 化 ( オ リ ジ ネーターの場合 I 20-100 

23. ..易化〈オリジネーター以外の場合)

24.復敏の資産を裏付とする資産(所周ファン
ド}のうち 個々の資産の杷握が闘健な資産

20-350 

合 計(信用リスターアセットの額〉

(注" 本表lま信用リスク アセットの額の算出対象どとtる資産項目について記載するものであり、自己資本校除とする項目は記載しないι

2 本表にお"る「資産の額Jは 個別貸倒引当金に相当する額及び部分直後償却額控除後の金額"する，

3. 資産の額j について位、その他省価証券の評価差益相当額{グロス)を貸借対照表計上額から控除した金額を記載するι

4 係経毒事による信用リスク削減効果を適用する場合は、 『信用リスク削減効果適用後の信用リスク アセットの額』は、原債務者の「項目』として'"食する. I保住
人等の「項ヨJとしては記碇しないー)

5 ローンパーティシペーシヨン取引において参加利益を賂入した場合は、原債務者の『項目」として適用されるリスク・ウェイト(原債務者"原債権者のリスク・
ウェイトの合算)を箆敏する偽

6. r，;O.71イトの加重平均値(喝)J は 除草まをしたうえ四鎗亙入に上り整数で侃載する白 (除旗の分母が零である場合は f-J を."，するー)

7. rll 金融機聞及び努ー種金融商品取引集者向" Jのうち第ー種金融商品取引奏者は パーゼル銀行監管委員会の定める自己資本比認の葛準又はこれと額似の基盤の適用を受ける
第 種金融商品取引業者及び経営管現会社"する

8. f12.法人等向け』には、 f"し中小企鶏等向け及び個人向けj として区分したエクスポ ジャ を重償して詑舵しない=

9. f12 法人等向けIについて100%のリスクウェイ卜舎用いる特例の利用状況 {利用していない~O、利用している=1)

10. 問中小企業等向け及び個人向けj には リスクウzイ卜を75弘としたエクスポークキーのみを記載するe

11. r16.三月以上延滞等Jには、 3月以上延滞した者に係るエクスポ ジャー及び引当割合働索前の段階でリスク，クェイトが150%となるエタスポージャーを犯載するa

なお、これに餓当するエクスポ ジャ は他の項目に怠慢して詑越しないe

12. r18 信用保経協会等!とよる保証付Jの対象拡、信用保託協会、農業信用基金協会及び挽業信用基金協会により係註されたエクスポージ吋ーとするー

13. r21 上記以外Jには、 『労働金庫法第"条第 l項において準用する銀行語第"条の 2の規定に基づき、労働金庫及び労働金慮遮合会がその係省する資還等に照らし
自E資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準J I平成18匁金融序 厚生労働省告示第7号)において「右記以外のエクスポージャーJとしてリス
ク ウェイトを100%と定めているエタスポ ジャ -~ðli食するー

仁コ

H. r24複数の資産を裏付とする資産(所官官フアンド}のうち、個々の資産の把握が国熊な資産J止して区分したエクスポージャーは、他の項目に重傾して犯裁しない-

15. f君主型的手法を適用する郁分において適格金融資麓担保付取引(僧周リスク悶途) Iこ用いるリスク削減手法 (周いない~O 簡便手法~l 包循的手法=2) 

上程において包括的手法(=2) を使用する場合のポラティリティ間整率の種顎 {繍準的ポラティリティ開室率0=1，白金庫推計ポヲティリティ調整率三2)

B弘法的に有効な相対ネッティング契約下にあるレポ形式の取引に用いる"スク削減手法 {エクスポージャー変動額推計そヂルを用いない場合 =0，JIjいる沼会=1) 日
「



{参考}単体自己資本比率 {付表4lオフ パランス取引等項目相手先区分内訳表

{~.fl'll何 l" I'IJ.. 信 又 " 想 定 元 ヨ伝 甑 f恒用， ，世嗣量摘果適用前}

怪条3鴻ト足窓件可はメので飽aン時陵鵬ZトZ期現的コl可にミ=観鎗取ッ E以J4H提下シ納のト湖2聞ミがッ1ト年 特鰻す慣る偶定過髭るの発元循契取約憤置本補}引沓を適に【て倉係鯛んむ N 又SはF 原鑑契の鈎ヨ期ミ聞ッがト1メ年 肉おaけe格るJ戸付ヨシ手ミト去ッにト襲警貧発付農s費a条又量宛件は付求鋪貧債等血権盤 預繰込先細慣金式餓.又*入aは.、分侮先払分Z込弘E 有付戻付はるはし・‘有担有条樽〈現価E保.件はλ4金E先の極付・の若a復集史度e古に侠の観条し定若よ叉買件〈 証サポる完キド券適パ2ーャkぴ化5倫ピッシ3エa通サ4シスpRク楢絡，スに也な偏補ア JoE以，化5ミ3外ラZ ャのオ相手方当事者白区分 短楓期究の情貿表易調進 EポフS一. 一zfP，Jス，o 
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3.連結自己資本比率

(j)連給自己資本比率
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融実蕩を営む関連詮人等の資家関連手段
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(i:Il 1. ""安には 労働金也訟匂則条暢2項iこS品、て細周する銀行路鰐14-l!の2の鵠!i!1:J;づき、労柵金庫及び労働金.連合会がその保有する貨盛省高に照らし自己資本の充実の校況が適当であるか
Eう均金判断するための~.【平成"年金.m庁 厚生労働省告恭司町7号，怠喪において『告事Jという.)に革dづき1庫出した~伎を程織する

， .連結宕己資本比$り企lま 労働金.槍施行視創期"住筒1項箭3号ロ仏復権する進諸自己責*比忍をいう.

，.その他有価崎券の停恒釜摘{ム】』柵11，.出した念額が9砲の鑑である場合に鴎り後幼黒調室後の金額を記位する.ただL 苧成同年3.1131目

までの問は 平成'"年金融U庁 厚生労働省告矛場7号に基づ〈特例に従い 当械金額の毘倉院を嵯 Lない.な必〕特例を考慮しな‘叫書舎の傘舗は次のをおり白

千阿

，. .喪にお、て各櫨 I不旗入額{ム】Jを含む項目については 当旅項呂の構虎項目l主算入制帽 除外蝿を毎適用耐の金:11(グロス}をE位する.

，.企禽結合事により計上される照?を潤官省童相当額{ム"慣は 企績は者合に伶う寓解缶に>0，じた解偏差額'"の値である縄舎の当E盤解値2金額叉陪子会陸続丈の追凋散得ニ伴う樗写恒に
上り生じた評価差額が毘の鑑である渇合の当路区恒釜舗に限η配線する.

O. 内部修付手旗採用金庫において 期待損失"が適格引当金を上回る積の印私椙当相(L:l.)J欄こっ，.'ては 移笥法人情向It"'-タスポージャー及びUテール向"エクスボージャーの期待繍
失酔合加問中合併割合上回る跡互の慌である軒に刷闘する‘

; .内部傷付手棒銀問金也において 適格引当金が湖袴.失領令上回る舗』慣は 適寄与引当盆河合2十額が事観法人毎向"，クスポージ.ー及び"ラール向けzタスポージャーの朔待司失額の
合肝o.上匝る糧舎における当I史上国る額を記能寸るι 也L 告示箭l~，令官寄2骨に定める輔の0.3%を限度止する

，.繍完的項IlIHB)J欄には f自己資本総額 (A-Bl (Cl Jに簿えした金舗を担銭十る. ，修除項目齢ω"慨にli， fj窪除項目"'賓ス額(1¥.)Jを除い士金舗を毘能するー

9 補完的項Eに誕入できるー般貸倒引当急の額は 自己資.比率の賓弐の分母【内部寄付手法侵用金庫にあ。て他 省院分.のうら「償問リヌク アセットの舗の台肝'0，については、標.
的手法を適用する部分にっさ当防手法によ η 簿出Lた額の合併割をする。}のO.6~5 んを限度とする.

礼 『告示明 5~長前 1 項司区 4今及び匂る骨ー褐げるものI 欄につもいては 累繍的.，持管俊の"設であ句 .'伝的項目の'0%を超過している分を含む金畑を髭訟する.

H 土地の再"5にM'"るお告信容の縄震に義づ，胃Z宇宙した対象貨盛の時舗が湾作価径の鰻健慣視を下回。ている場合 その額l玄 次の，おり.

E二二二二二二コ手間
" 沼周Uスクに閉する毘..標2泊的手法符用金組-， 革礎的内宮本V寄付手複誤用金疎ー2、突進的内富岡倍付手量生録用金庫担"

H オ〈レ シコナル Uスクに関する犯裁，蓬礎的手援を健悶-，、根刺益配分手t去を飽周胃 2 先進的計測手訟を使fI!=3) E三ヨ



(2)連結自己責本比率{付表 l-a)
責産{オシーがラ〉ス1項目信用りストアセヲト残高向訳韮(標準的手法採用金融機関用)

当期末

信綱引~III滋 l信用相タ削減効
ー ， 効果適用前 | 果適用後

告示で定め IIJM-!)!イトの a I ! I9M-?:tイトの
る'JM-?:tイトi加重平均値 1__，，_._. . 1 __，，_. _. . 1加霊平勾値

山 1--(紛 | 資産の観 |信用2F外|信用EFH| ω 

前期末

冨百百肩車
効果適用前

(金額単位千四)

信用 ~J.'院議
効果適帰後

項 自
資産の種 |信用~t1t7 "1 信.lD 1JM-7b"

の傾 | の審員

一一一--n-，斗J品寸一一--a----T----i:-----1-----.-----1-，-，三両面o-1-----，----1-----e-----j-----o

言問器官~芋|三|三|ー|コ1=…一一!………!……!二

::|菩三同二一三二二二|二二|………
主言語盟主手二孟画面2証言iL討十|品川 一一一一一一一一一_L__L_~_I 上 l 

平:iJ示ijlL二三|云|三百三1----，---

;器;ihf説 1告|三1---1二二口二iコ

合計〈信用リスターアセットの額)

(注)1 本表は信用リスク アセットの額の算出対象となる資産項目について記載するものであり、自己資本筏除とする項目は但舵しないι

2 本表における「資産の額Jは 個別貸倒引当金!と棺当する額及び部分直接償却額控除後の金額とするι

" 資 産の額Jについては その他有価毘券の評価差益相当額(グロス)を貸借対照表併上額から控除した金額を配載するa

4 保E等による僧周リスク荷山戎効果を適用する場合I立、 f情周リスク削減効果適用後の借用リスク アセットの額Jは、原債務者の『項目」として記載する， (保証人絡の
『項目Jとしては記般しないー)

5 ロ ンハーティ yへーンヨン取引において参加利ささを賜入した場合は、原債務者の「項目』として適用されるリスク ウェイト{原債務者"原債権者のリスク ウェイト
の合算)を記載するτ

.，リスクーウェイ卜の加重平鈎値{克)Jは、除算をしたうえ四捨五入により整数で記載する， (除算の分母が容である場合は r_，を記敏する， ) 

7. rll 金融機関及び第 種金融商品取引鶏者向け」のうち第ー種金融商品取引業者位、ハーゼル銀行監督安買会の定める自己資広比率の基準文はニれと額似の基準の適用を受げる
第一種金融商品取引集者及び経営管理会社とする巴

8. r12法人等向け』には、 r" 中小企鶏等向I!及び偲人肉けj として区分したエクスポージャーを盆慢して紀践しない畠

9. rl2 法人等附け』について100%のリスクク z イトを周いる特例の利用状況 (利用していないeO、利用している=1) 

10. rl3中小企鶏等向け及び個人向けJ1こは、リスクウェイトを75兎kしたエクスボーンヤーのみを記載Tる白

11. r16三月以上延滞等j には、 3月以上延滞した者に係るエクスポージ，-及び引当劉合勧奨前の段階でりスク・ウェイトが150%となるエクスポージ守ーを記舵するz

なお、これに骸当するエクスポ ジ刊 は他の項目に震悔して記載しないー

12. rl8 信用保怪働会等による保怪付jの対象は 信用保経協会 農業情周基金協会及び漁業信用基金協会により保狂されたエクスポージキーとするs

13. rZl. Jヒ記以外Jには 『労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第"条の2の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫選合会がその保宥する資産等に照らし自己
資本の充実の状況が適当で"るかYうかを判断Tるための基畑J (平成i8匁金磁庁 厚生労働省告示第 7骨)にお~"て『右記以外のエクスポージャーJ としてリスク ウェ
イトを100%と定めているエタスポージャーを記載する

14. rZ4償数の資産を裏付とする資産(所開プアンド)のうち、個々の資産の把痘が困難な資産』として区分したエクスポ ジャ lま、他の項目にl1i復して記載しないE

15. t零細的手法を適用する部分において適箔金融資産担保付取引(信用リスク関連}に用いるリスク削減手法 (用いないeO、簡便手法e)、包括的手槍=2)

仁二コ

上位において包播釣手法(=2) を使用する場合のポラティリティ調墜事の種類 {標準的ポラティリティ関整率e)、白金庫推計ポラティリティ調整率=2) 口
口
口

). 法的に有効な格対ネ，ティング契約下にあるレポ形式の取引に用いるリスク削減手法 (エクスポージャ}変動額推計モデルを用いない場合eO、周いる場合=1)



(5)違結自己資本比率(付衰の
オフ・パランス取引等項目相手先区分肉訳表 {~加単位千円}
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〈傑想的手議探用金庫}

1 裂が酒のゆ失政府及びゆ失姐行向"

2 外聞のゆ余億府&ぴ中~組行向 lす

21園陪.，骨組行。向 lす
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E 外国の中央政府警以外の公共静門向"

E;.111 間関. A 行向"

7~ 方公宮企宏司容金融・綱向け

a設が園の致府間保担問向"

. ~方 i 公位向け

つ正否雇面蘭亙古事二雇蚕面画面雇司直専一一11昆人.向昨

1，. .小企%等肉付及び個人向付
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1， 不 動 産 取 得 梅事象向付

11三 R 以上属現.

1a信用 保健協会等による保極付

13様式会経産%再生恨綱による保Z裏付
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合計

附 1問 日 出 品 酬 の{ ，制限市的問削酬がオフパランスIIi.'JI+同仙宮町一附す閣に叩-j'{，!JI.nで叫足礎的内醐{，時間酬の事業怯人制けエクスポーν十に限"附される当時勝目11< >蓄としている


